
                                             平成 29 年 12 月 11 日 

各位 

                                               株式会社 北洋銀行 

 

キャッシュカードによる ATM振込みを一部利用制限します 

(振り込め詐欺・還付金詐欺防止対策) 

 

北洋銀行は、昨今急増している「還付金詐欺」などの振り込め詐欺の被害を防止するた

め、北海道警察本部の要請も踏まえ、一定の条件に合致するご高齢のお客さまを対象に、

キャッシュカードによるお振込みを一部制限させていただくことといたしました。 

対象となるお客さまには、ご不便をおかけしますが、お客さまの大切な財産をお守りす

るための対応ですので、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。 

 

                   記 

1．一部利用制限の内容 

  以下の条件に該当するお客さまにつきましては、当行キャッシュカードによる ATMで

の「お振込み」ができなくなります。 

   なお、キャッシュカードによる「お預け入れ」や「お引き出し」は従来通り、ご利用

いただけます。 

対象となるお客さま 

次の 2つの項目の両方に該当するお客さま 

   ①70歳以上のお客さま 

   ②過去 3年間、当行キャッシュカードによる ATMでのお振込み 

を利用されていない口座のお客さま 

 

2．制限開始日 

   平成 30年 1月 15日(月)から 

 

3．その他 

  対象となるお客さまで、キャッシュカードによる ATM 振込みを希望される場合は、お

届出印・本人確認資料(運転免許証等)・キャッシュカードをお持ちのうえ、平日営業時間

内に、当行本・支店窓口にお申し出ください。 

以 上 

 

 


